














要約:アレルギー性疾患と食物との関係についての考え方は、現在、医学的にも混乱した状

況にあるものと思われる。その原因の一つは、食物アレルギーの診断上の問題であり、他

のひとつは治療上の問題である。そこで、今回、研究班において課された課題に取り組む

ために、いわゆる食物アレルギーについての実態を把握すべく、東京都北区が実施した同

区内のアレルギー性疾患児の健康相談事業に関し、調査を行った。以下がそのまとめであ

る。 

1 アレルゲンと考えられる食物はたまごが最も多く、次いで牛乳および乳製品があげられ

る。 

2 訴えられた症状はほとんどが湿疹、アトピー性皮膚炎、蕁麻疹様の発疹など皮膚の症状

であり、比較的軽微である。 

3 食物がアレルゲンとされた根拠は、はっきりしているものは RAST 法のみである。 

4 除去治療の行われているケースがあるが、必ずしも効果をあげてはいない。 

5 検査(RAST 法)で陽性に出た食物を食べさせても症状がでているとは限らない。 

これらのことから、現在一般的に行われていると考えられる、皮膚の症状を即食物アレル

ギーととらえ、RAST法によって陽性が示されたものをそのアレルゲンと断定してしまう診

断のシステムと、そのような診断にもとづいた除去療法なる治療法は、さまざまの面から

大きな問題を提起しているものと考えられる。 

このような実態を踏まえた上で、最終年度にあたっては、アレルギー疾患児の有効な栄養

指導のためのたたき台となるものを提起していきたいと考える。 


